
不良債権の状況

　当行では従来から経営の重要課題として不良債権の削減に取組んで参りました。
　今後とも地域経済活性化のため、お客様の経営改善及び再生支援に対して重点的に取組んでいくとともに、引き
続き信用リスク管理についての徹底を図って参ります。

■不良債権削減への取組みについて

　リスク管理債権は、銀行法及び同法施行規則に基づいて開示している債権で貸出金1件ごとに、「破綻先債権」
「延滞債権」「3ヵ月以上延滞債権」「貸出条件緩和債権」の4区分に分類し公表しております。
　平成21年3月末における単体ベースでの開示債権額は、148億円となりました。
　なお、貸出金残高（4,592億円）に占めるリスク管理債権の比率は3.23％となります。

■リスク管理債権について

　当行では「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（以下「金融再生法」）に基づき、査定した資産を
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」「危険債権」「要管理債権」「正常債権」の4区分に分類し開示しておりま
す。
　平成21年3月末の開示債権額は149億円となりました。
　なお、総与信額（4,667億円）に占める金融再生法開示債権の比率は3.20％となります。金融再生法に基づく開
示債権には、貸出金のほか有価証券中の当行保証付私募債、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返等が
含まれます。平成21年3月末の正常債権の割合は96.79％です。
　また、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、要管理債権をカバーしている引当金や担保等の保全
率は96.92％となっており、高い保全率を保っております。

■金融再生法に基づく開示について
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※当ページの記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しており、端数処理のため合計等が一致しない場合があります。
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不良債権比率（金融再生法開示基準）は
3.20％となりました。

　当行では資産の健全性向上の観点から、厳格な資産の自己査定に基づく償却・引当等を行っております。
　資産の健全性を確保し、適正な償却・引当を行うための準備作業である自己査定は、保有する資産を個々に検証し
その安全性・確実性を判定するものです。具体的には、各取引先の状況に応じて「正常先」「要注意先」「破綻懸念
先」「実質破綻先」「破綻先」に債務者を区分し、さらに各取引先の債権を回収の危険性や担保価値の毀損の危険
性の度合いに応じてⅠ～Ⅳの区分に分類しています。また、自己査定結果に基づく貸倒引当金の計上・償却処理につ
いては、資産査定部門から独立した監査部による監査を行い会計監査人の外部監査を経て、厳正な会計処理を行
っております。

■自己査定について

■不良債権比率の推移（金融再生法開示基準）
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　　3.要注意先、正常先の引当率は、債権残高全体に対する引当率であります。
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事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権であります。
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